
最高裁人任第1376号q

令和2年9月9日

殿内閣総理大臣安倍晋
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最高裁判所長官大谷直ノ

’判事兼簡易裁判所判事に任命されるべき者を次のとおり指名する。

なお，本件は裁判官会議の議を経たものである。

さな だ なお み

真田尚美

(発令希望日 令和2年10月1日）
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判事兼簡易裁判所判事任命資格調 （令和2年10月1日）

補職さるべき庁 現 職 氏 名 生年月日 根拠法規

名古屋高判事兼
名古屋簡裁判事

『
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、 ■

真田尚美 昭43.5.3

裁判所法第42条第1項
（同条第2項，職権特例
法第3条の3による場合
を含む） 》 裁判所法第4
4条第1項（職権特例法
第3条の3による場合を
含む）
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兼 官 理 、由 I

簡易裁判所判事を兼官さ簡易裁判所の令状事件等の処理を機動的に行うために，

せて裁判事務を適正に処理させたい。
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